
海  外  で  の  鳥  扱  い  説  明  書 

鳥インフルエンザウイルスに 

感染した鳥と接触したヒトが、ま
れに鳥インフルエンザを発症する
ことがあります。 
鳥インフルエンザは、鶏やアヒル
など、飼われている鳥だけでなく、
野鳥にも感染していることがあり
ます。 

 

世界では、アジアやアフリカ、

中東で、これまでに850人以上が 
鳥インフルエンザ（H5N1）を発症、
440人以上が亡くなっています。 
また、主に中国で鳥インフルエンザ
（H7N9）の感染者が確認され、こ
れまでに290人以上が亡くなってい
ます。 

養鶏場、鳥の羽を 

むしるなどの処理をして
いるところ、鳥を売買し
ている市場に不用意に近
づかないようにしましょ
う。 

弱った鳥や死んだ鳥

にさわったり、鳥のフン
が舞い上がっている場所
で、ホコリを吸い込まな
いようにしましょう。 

外出先から帰ったら

せっけんで手を洗うなど、
日常的な感染症予防を心
がけましょう。 

発生国からの帰国時に発熱やせき

がある方、鳥インフルエンザに感染し
た鳥（死んだ鳥を含む）や患者に接触
したと思われる方は、検疫所の担当者
にご相談ください。 

帰国時には症状がなく、帰宅後に

発熱やせきの症状が現れた場合は、医
療機関を受診し、鳥インフルエンザの
発生地域に渡航していたことをお知ら
せください。ご不明な点は、最寄りの
保健所にご相談ください。 

 

鳥 扱 い の 基 礎 知 識  

鳥 扱 い の 具 体 策  

鳥 扱 い の 注 意 点  

ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 前 の 海 外 感 染 症 予 防 に つ い て 、 く わ し く は こ ち ら へ ⇒  厚生労働省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel-kansenshou.html 


